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i n f o r m a t i o n

子
育
て

「
子
ど
も
手
当
」
の
申
請
が
ま
だ
の
方

は
お
早
め
に
！

　

児
童
手
当
に
代
わ
り
、
４
月
１
日
か
ら
子

ど
も
手
当
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
子
ど
も
手

当
は
中
学
修
了
前
ま
で
の
子
ど
も
が
対
象
と

な
り
、
所
得
制
限
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

９
月
30
日
ま
で
に
申
請
を
す
る
と
４
月
に

遡
っ
て
手
当
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
対
象
者
】

・
中
学
２
年
生
～
中
学
３
年
生
の
子
を
養
育

　

し
て
い
る
方

・
所
得
制
限
等
で
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い

　

な
か
っ
た
方

※
な
お
、
子
ど
も
の
両
親
の
う
ち
所
得
が
高

　

い
方
が
受
給
者
に
な
り
ま
す
。

※
公
務
員
の
場
合
は
勤
務
先
で
申
請
し
て
く

　

だ
さ
い
。

現
況
届
（
子
ど
も
手
当
）
は
お
済
み
で

す
か
？

　

現
況
届
は
手
当
を
受
け
て
い
る
方
の
６
月

１
日
現
在
の
お
子
さ
ん
の
養
育
状
況
を
確
認

す
る
大
切
な
届
け
で
す
。
現
況
届
の
提
出
が

な
い
と
平
成
22
年
６
月
分
以
降
の
手
当
（
10

月
期
支
給
）
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の

で
、
早
め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
平
成
22
年
４
月
以
降
、
新
た
に
子
ど
も
手

当
の
申
請
（
出
生
・
転
入
・
子
ど
も
手
当
創

設
に
よ
る
申
請
等
）
を
行
っ
た
方
は
、
現
況

届
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

募　

集

市
立
幼
稚
園
臨
時
教
諭
の
募
集

　

平
成
22
年
度
長
期
研
究
教
員
と
し
て
教
育

研
究
所
に
入
所
す
る
幼
稚
園
教
諭
補
充
と
し

て
の
臨
時
教
諭
を
募
集
し
ま
す
。

【
と 

き
】
平
成
22
年
10
月
１
日
～

　

平
成
23
年
３
月
31
日

【
と
こ
ろ
】
う
る
ま
市
立
天
願
幼
稚
園

【
対 

象
】
幼
稚
園
教
諭
免
許
保
持
者

【
定 

員
】
１
名

【
申
込
方
法
】
う
る
ま
市
立
教
育
研
究
所
に

　

履
歴
書
を
提
出(

後
日
面
接
実
施)

【
申
込
期
限
】
平
成
22
年
８
月
27
日(

金)

８月１日から、児童扶養手当が父子家庭の
皆さまにも支給対象になります。児童扶養手当が父子家庭へ拡充！

父子家庭の支給要件
　次の①～⑤のいずれかに該当する子どもについ
て、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じく
している場合に支給されます。
　①父母が婚姻を解消した子ども
　②母が死亡した子ども
　③母が一定程度の障害の状態にある子ども
　④母の生死が明らかでない子ども
　⑤その他（母が１年以上遺棄している子ども、母
　　が１年以上拘禁されている子ども、母が婚姻に
　　よらないで懐胎した子どもなど）
※要件に該当していても、認定できない場合もあり
　ますので、窓口でご相談ください。
例： 父が公的年金を受けている
　　父が事実婚の状態であるときなど

手当額（月額）
　受給資格者が監護・養育する子どもの数や受給資
格者の所得等により決められ、通常４か月分が４月、
８月、12 月に支払われます。

児童１人の場合　全部支給：月額 41,720 円
　　　　　　　　　一部支給：月額 41,710 円～ 9,850 円
児童２人以上の加算額
　　　　　　　　２人目 5,000 円
　　　　　　　　３人目以降１人につき 3,000 円

申請時期
　支給要件を確認のうえ、平成 22 年 11 月 30 日ま
でに申請してください。
●平成 22 年７月 31 日までに支給要件に該当して
　いる方は、「８月分」から支給されます。
●平成 22 年８月１日以降、11 月 30 日までに支給
　要件に該当した方は、「要件に該当した日の翌月分」 
　から支給されます。
　　なお、11 月 30 日を過ぎて申請した場合は、「申
　請の翌月分」からの支給になります。(10 月末日
　までの申請分は、12 月に支払い予定です )
※受給者となる本人以外の申請・相談は受け付けら
　れませんのでご了承ください。

申請場所
児童家庭課窓口（本庁２階）
☎９７３－４９８３
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課
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